
合意書

岩手県立胆沢病院（以下「甲」という。）と調剤薬局名称：

（以下「乙」という。）は、院外処方せんにおける疑義照会の運用について下記のとおり

合意する。

なお、保険薬局での運用においては、患者の不利益に結びつくことのないように、十分

な説明と同意を得てから行うものとする。

記

１． 院外処方せんにおける疑義照会の運用について

以下の項目については、保険薬局での患者の待ち時間の短縮や処方医の負担軽減の

観点から、包括的に薬剤師法第 23 条第 2 項に規定する医師の同意がなされたとし

て、個別の処方医への同意確認を不要とする。

① 成分名が同一の銘柄変更

② 剤形の変更

③ 別規格製剤がある場合の処方規格の変更

④ 無料で行う半割、粉砕あるいは混合

⑤ 無料で行う一包化

⑥ 湿布薬や軟膏での取決め範囲内での規格変更（合計処方量が変わらない場合）

⑦ 取決め範囲内での日数短縮

⑧ 外用剤の取決め範囲内での用法追加

⑨ その他合意事項

２． 開始時期について

令和 年 月 日より開始とする。

３． 合意内容の変更について

合意内容の変更については、必要時協議することとする。

以上

令和 年 月 日

岩手県奥州市水沢字龍ヶ馬場 61

甲 岩手県立胆沢病院

院長 鈴木 俊郎 印

所在地

乙 保険薬局名称

代表者氏名 印


